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自家・非自家広告物共通の適用除外の基準

表示期間２ヶ月以内で、表示期間と表示者名を明記
したもの。又は犯罪捜査等に係るもの。国・地方公共団体が公共的目的

をもって表示するもの

適用除外広告物 内容・基準など

法令の規定により表示するもの

否
要
続
手

域
地
止
禁

件
物
止
禁

域
地
可
許

公職選挙法による選挙運動のた
めのポスター・立札等

政治資金規正法第６条の届出を
した政治団体の簡易広告物

公共的団体が公共的目的をもっ
て表示するもの

公共掲示板に地方公共団体の定
める規程に従い表示するもの

公共施設・物件等に寄贈者名等
を表示するもの

・政治資金規正法第６条の届出をした政治団体が簡易広告物を表示するとき
・国・地方公共団体や公共的団体が公共的目的をもって表示するとき
・営利を目的としない講演会・展覧会・音楽会・スポーツ大会・労働組合等の宣伝のために表示するとき

講演会・展覧会・音楽会・スポー
ツ大会等の会場敷地内に表示
するもの
営利目的でない講演会・展覧会・
音楽会・スポーツ大会・労働組合
等の宣伝のため表示するもの

表示個数：１施設・物件につき１個
表示面積：0.5㎡以下かつ1平面面積の1/20以下

上記以外のもの

上記以外のもの
（届出により表示期間は最長４ヶ月以内。）

表示期間２ヶ月以内で、表示期間と表示者名を明記
したもの

選挙告(公)示後、選管の検印を要するポスター等

表示期間：１ヶ月以内

【届出が必要な場合】

18

　適用除外になる自家・非自家広告物共通の基準は、下表のとおりですが、許可や届出、協議などの手続きをしなければ適用除外

とならないものがありますので、注意してください。

届
／
協

届

届

届

不要

不要

不要

不要

不要

不要

不要

12

1-1

1-3

3-10

1-2

2

6-2

3-9

3-5

6-1

交通標識等 建築確認の表示

7

19

12

3-4

3-2

5-2

3-3

3-6

3-8

3-7

表示面積：1面 2 ㎡以下

進歩状況など工事現場管理に必要で、かつ合計 10
㎡以下のもの

表示面積が電車 1 両で 15 ㎡以下、自動車 1 台で
3 ㎡以下

○ … 表示可　× … 表示不可あるいは該当なし　不要 … 手続き不要　届 … 届出が必要　許 … 許可が必要　協 … 協議が必要

　自己の住居や店舗、事務所、事業所、営業所、作業場若しくはこれらの駐車場で一般に利用されると

ころに、その名称や商標、事業の内容、取り扱う商品等を表示する広告物のことをいいます。

自家広告物以外の広告物のことをいいます。
※自己所有の土地、建物等に広告物を表示する場合でも、その敷地内に店舗等がなかったり、敷地内の
　店舗の営業に関係ない広告物の場合は、非自家広告物として扱われます。
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